
高額介護サービス費は、同じ月に利用したサービスの利用者負担額の世帯合

算が一定の上限額を超えた場合に、その差額が支給される制度です。この上限

額を決める利用者負担段階の区分について、要件の一部が変更になりました。 
 

変更点 

・対 象 者：世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と 
その他の合計所得金額※の合計が８０万円以下の方 

・変更内容：合計８０万円以下→合計８０万９千円以下 

・適 用 日：令和７年８月サービス利用分から 
 
※その他の合計所得金額：地方税法第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額から

公的年金等に係る雑所得を差し引いた金額です。 
 

【令和７年８月サービス利用分から】 

 

 利用者負担段階区分 上限額

 住民税課税世帯で、右記に

該当する６５歳以上の人

が世帯にいる場合

○課税所得６９０万円以上 世帯 １４０，１００円

 ○課税所得３８０万円以上６９０万円未満 世帯 　９３，０００円

 ○課税所得１４５万円以上３８０万円未満 世帯 　４４，４００円

 ○一般（住民税課税世帯で、上記３区分に該当しない場合） 世帯 　４４，４００円

 ○住民税非課税世帯等 世帯 　２４，６００円

 ・老齢福祉年金の受給者 

・課税年金収入額＋その他の合計所得金額が８０万９千円以下の人

 

個人 　１５，０００円

 ○生活保護の受給者 

○利用者負担を 15,000 円に減額することで、生活保護の受給者となら

ない場合

個人 　１５，０００円 

世帯 　１５，０００円

 利用者負担段階区分 上限額

 住民税課税世帯で、右記に

該当する６５歳以上の人

が世帯にいる場合

○課税所得６９０万円以上 世帯 １４０，１００円

 ○課税所得３８０万円以上６９０万円未満 世帯 　９３，０００円

 ○課税所得１４５万円以上３８０万円未満 世帯 　４４，４００円

 ○一般（住民税課税世帯で、上記３区分に該当しない場合） 世帯 　４４，４００円

 ○住民税非課税世帯等 世帯 　２４，６００円

 ・老齢福祉年金の受給者 

・課税年金収入額＋その他の合計所得金額が８０万円以下の人

 

個人 　１５，０００円

 ○生活保護の受給者 

○利用者負担を 15,000 円に減額することで、生活保護の受給者となら

ない場合

個人 　１５，０００円 

世帯 　１５，０００円

高額介護サービス費の利用者負担段階区分の一部変更について

【これまで（令和７年７月サービス利用分まで）】

（連絡先　長久手市役所福祉部長寿課　介護保険係 

　電話（0561）-56-0613　FAX（0561）-63-2940）


